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■問合せ　ウォーターランド南条  ☎ 47－3711 検  索ウォーターランド南条

 

★
ベ
ビ
ー
ス
イ
ミ
ン
グ
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
！ 

　
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
の
プ
ー
ル
は
一
年
中
31
℃
前
後
の
温
水
プ
ー
ル
で
す
。

　
生
後
６
か
月
の
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
入
れ
ま
す
。
風
邪
を
引
き
に
く
い
身
体
は
、
こ

れ
か
ら
寒
く
な
る
こ
の
時
期
に
身
体
を
鍛
え
る
こ
と
で
つ
く
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
水
に
よ
る
脳
神
経
へ
の
刺
激
が
赤
ち
ゃ
ん
の
心
と
体
の
発
達
に

大
変
良
く
、
運
動
機
能
も
高
め
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
水
泳
は
、
成
長
期
に
適

し
た
運
動
が
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
プ
ー
ル
に
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。　

対
　
象　
生
後
６
か
月
〜
３
歳
未
満
の
親
子

　
　
　
　
（
お
爺
ち
ゃ
ん
・
お
婆
ち
ゃ
ん
も
O.K
で
す
）

　
　
　
　
毎
週
金
曜
日　
午
前
10
時
〜
午
前
10
時
50
分

　
　
　
　

 

お
得
な
ベ
ビ
ー
チ
ケ
ッ
ト
回
数
券
は
、
５
枚
綴
で
３
、０
０
０
円
で
す
。

　
　
　
　
一
度
体
験
し
て
み
た
い
場
合
は
、
５
５
０
円
で
す
。

持
ち
物　

 

水
着
、
キ
ャ
ッ
プ
、
タ
オ
ル
、
水
遊
び
用
お
む
つ（
ベ
ビ
ー
ス
イ
ミ
ン

グ
ア
ン
ダ
ー
パ
ン
ツ
）

 

★
得
得
！
お
友
達
紹
介
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

紹
介
し
た
人
も
　
得
！

● 

現
在
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
を
ご
利
用
の
皆
様
に
、
会
員
に
な
っ
て
い
た
だ
く

方
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
場
合
、
一
ヶ
月
間
に
限
り
、
営
業
時
間
内
ど
の
時
間

帯
で
も
無
料
の
特
典
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

紹
介
さ
れ
た
人
も
　
得
！

● 

紹
介
さ
れ
た（
誘
わ
れ
た
）
方
で
、
会
員
に
な
ら
れ
た
場
合
は
、
一
ヶ
月
間
に

限
り
、
営
業
時
間
内
ど
の
時
間
帯
で
も
無
料
の
特
典
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
紹
介
期
間　
11
月
１
日（
木
）か
ら
11
月
30
日（
金
）ま
で

　
☆
詳
し
く
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

ウォーターランド通信

　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と
同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成 30年 1月から 12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分
や追納された保険料も含まれます。また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族（お子様等）の
負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成 30年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整
や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、１月１日から９月 30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年
金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこ
の証明書または領収証書を添付してください。（10月 1日から 12月 31日までの間に、今年はじめて国
民年金保険料を納められた方へは、翌年の２月上旬に送られます。）
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制
度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。

■問合せ　武生年金事務所　℡ 23－1126
（自動音声案内「１」の後「２」選択）

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！


